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様式１

１－１－１ 1 職員人件費

１－１－１ 2 保険運営費

１－１－１ 3 システム運用事業費

１－１－１ 4 計画策定・管理費

１－１－１ 5 介護事業所指導事業費

１－１－１ 6 介護事業所等指定・更新事業費

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

[健康福祉局]介護保険事業費会計

款項目 評価書番号 事　　業　　名
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（様式２－２）

1 款 1 項 1 目 1 - 1 - 1

□ □ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

本資料は、公正・適正に作成しました。 壺井　達幸 丸山　直樹 阿部　直利

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。（年４回程度）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する
有効性

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 係

総 事 業 費 2,130,861千円 2,207,605千円 2,215,306千円 2,274,401千円

増▲減 ― 76,744千円 7,701千円 59,095千円

再任用職員

執行率（％） 96% 100% 100% 98%

人
件
費

一般職職員

概算人件費 0千円 0千円 0千円 0千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 88,168千円 2,581千円 10,859千円 34,698千円

2,226,165千円 2,309,099千円

支出済額 2,130,861千円 2,207,605千円 2,215,306千円 2,274,401千円

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 2,219,029千円 2,210,186千円

目標

実績

令和元年度実績

目標

実績

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

事業の目的
(事業開始の

経緯）

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
介護保険課

令和２年度
事業評価書

番号職員人件費 1

具体的
名称その他
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（様式２－２）

1 款 1 項 1 目 1 - 1 - 1

■ ■ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

本資料は、公正・適正に作成しました。 壺井　達幸 丸山　直樹 阿部　直利

本事業の
効率性・
類似性

被保険者の保険料等収入に基づき運営がなされていることから、経費縮減、効率化を図る。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。（年４回程度）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

平成12年の事業開始より、被保険者数は毎年増加しているため、事務経費が増大している。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

介護保険制度における被保険者資格管理、保険料賦課徴収、保険給付等の業務に支障をきたし、介護保険者として介護保険制度
の運営が行えなくなるため、必要である。

事業目的に
対する
有効性

介護保険制度における業務を円滑に行うことにより、経費縮減、効率化が進む。

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 係

総 事 業 費 577,858千円 623,004千円 630,624千円 610,572千円

増▲減 ― 45,146千円 7,620千円 ▲ 20,052千円

再任用職員

執行率（％） 99% 94% 95% 89%

人
件
費

一般職職員

概算人件費 0千円 0千円 0千円 0千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 5,543千円 38,044千円 35,518千円 75,880千円

666,142千円 686,452千円

支出済額 577,858千円 623,004千円 630,624千円 610,572千円

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 583,401千円 661,048千円

目標

実績

令和元年度実績

介護保険被保険者
数（人）

目標 878,582 893,611 906,500 914,900

実績 879,761 895,070

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

906,546 915,798

事業の目的
(事業開始の

経緯）
介護保険制度における被保険者資格管理、保険料賦課徴収、保険給付等の業務を効率的かつ円滑に執行するため、事業を行う。事

業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

介護保険制度の業務を円滑に執行するために、保険料改定時の介護保険制度の見直し等にあわせ、制度案内パンフレットや「広報
よこはま」による広報活動、コールセンターの設置、介護の日フォーラム等で制度の市民周知を行った。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
介護保険課

令和２年度
事業評価書

番号保険運営費 2

具体的
名称

介護保険法、介護保険法施行法、介護保険法施行令、介護保険法
施行規則、横浜市介護保険条例、横浜市介護保険条例等施行規則その他
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（様式２－２）

1 款 1 項 1 目 1 － 1 － 1

■ ■ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

本資料は、公正・適正に作成しました。 壺井　達幸　 鈴木　礼子 阿原　穂

本事業の
効率性・
類似性

新国保システムや後期高齢者医療保険システムと類似はしているが、システム上共用できる部分はほとんどなく、介護保険事業単独
でシステム改修をする必要がある。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

介護保険事業の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に対し
ての意見・提言を受けている。（年4回程度開催）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

今後も円滑な介護保険制度運営のため、3年に1度行われる介護保険制度改正に対応したシステム改修を確実に行う必要がある。
また更なるシステムの改善・運用の効率化を目指して担当ごとにシステム改修に取り組む。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

介護保険第1号被保険者が90万人を超える本市においては、電算処理システムが確実に稼働することが、介護保険事業の運営にお
いて必要不可欠となっている。

事業目的に
対する
有効性

システムの活用により、事務手続きの簡略化にもつながっており、被保険者等市民へのサービス向上に貢献している。

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 係

総 事 業 費 815,220千円 866,160千円 711,003千円 738,025千円

増▲減 ― 50,940千円 ▲ 155,157千円 27,022千円

再任用職員

執行率（％） 101% 119% 102% 96%

人
件
費

一般職職員

概算人件費 0千円 0千円 0千円 0千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 △ 6,700千円 △ 135,585千円 △ 11,680千円 27,214千円

699,323千円 765,239千円

支出済額 815,220千円 866,160千円 711,003千円 738,025千円

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

制度改正等に伴うシステム改修等、法改正の内容により改修規模が大きく異なることがあるため、数
値化が困難

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 808,520千円 730,575千円

目標

実績

令和元年度実績

制度改正対応
目標 制度改正実施 制度改正実施 制度改正実施 制度改正実施

実績 制度改正実施・点検 制度改正実施・点検

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

制度改正実施・点検 制度改正実施・点検

事業の目的
(事業開始の

経緯）

平成12年度の介護保険制度施行に合わせ、介護保険制度の円滑な実施を目的として、平成10年度にシステム開発（システム１【介護
保険の資格・賦課・保険料・給付】、システム２【要介護認定】）を開始した。以降、制度改正等に伴うシステム改修を実施。

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

・委託等の手法により着実なシステム運用を確保した。
･法改正に伴う介護保険制度改正に適切に対応した。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
介護保険課

令和２年度
事業評価書

番号システム運用事業費 3

具体的
名称

介護保険法及び関係政省令、横浜市介護保険条例、
横浜市介護保険条例等施行規則その他
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（様式２－２）

1 款 1 項 1 目 1 － 1 － 1

■ ■ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

本資料は、公正・適正に作成しました。 佐藤　泰輔 近藤　崇 水野　慎太郎

本事業の
効率性・
類似性

介護保険料の基礎となるサービス量等を定める法定計画を策定するために必要な事業であり、他事業との集約や整理統合を検討す
る余地はない。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。（年３回）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

団塊の世代が75歳以上となる2025年及び団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年を見据え、サービスの充実の方向性等により
2025年度及び2040年度の保険料水準等がどう変化するかを検証しながら計画を策定することとされており、2040年までの中長期的な
サービス・給付・保険料の水準も推計し、中長期的な視野に立った施策展開を検討しながら計画の管理・策定をしていく。令和２年度
は計画策定の年度にあたるため、現行計画の実施状況や高齢者実態調査の結果等を踏まえて次期計画（第８期計画）を策定する。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

計画の策定・管理及び実施状況の把握等は、介護保険料の基礎となる事業量等を定める法定計画を策定するため不可欠な業務で
ある。また、介護保険運営協議会は、介護保険事業の運営に関する重要事項を審議するため設置されており、必要である。

事業目的に
対する
有効性

実施状況調査・分析、課題の整理、課題解決に向けた政策決定等により計画を策定しており、中期計画等との調和に配慮した計画と
なっている。

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 計画調整係

総 事 業 費 42,857千円 29,196千円 11,003千円 57,803千円

増▲減 ― ▲ 13,661千円 ▲ 18,193千円 46,800千円

1.5人

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人

執行率（％） 88% 96% 35% 96%

人
件
費

一般職職員 1.5人 1.5人 0.9人

概算人件費 13,163千円 13,187千円 7,907千円 13,178千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 4,046千円 735千円 5,720千円 1,869千円

8,816千円 46,494千円

支出済額 29,694千円 16,009千円 3,096千円 44,625千円

実施

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

当該事業は計画の策定及び進捗管理が目的であり、こうした事業目標を数値化することは困難であるた

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 33,740千円 16,744千円

高齢者実態調査
目標 実施 実施

実績 実施

令和元年度実績

計画策定
目標 実施

実績 実施

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

事業の目的
(事業開始の

経緯）

高齢者に関する各種の保健福祉事業や平成12年度から始まった介護保険制度の円滑な実施に関する総合的な計画である「高齢者
保健福祉計画・介護保険事業計画」の策定・管理及び実施状況の把握等を行う。なお、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は
３年に一度改定する。

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

１.介護保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、横浜市介護保険運営協議会を開催した。
２.高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の実施状況や進捗状況等を把握し、介護保険運営協議会等に報告した。
３.高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の実施状況等の把握及び次期計画策定の基礎資料とするために「高齢者実態調査」を
実施した。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

高齢健康福祉課

令和２年度
事業評価書

番号計画策定・管理費 4

具体的
名称

老人福祉法、介護保険法及び関係政省令、
横浜市介護保険条例、横浜市介護保険条例等施行規則その他
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（様式２－２）

1 款 1 項 1 目 1 － 1 － 1

■ ■ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

介護事業指導課

令和２年度
事業評価書

番号介護事業所指導事業費 5

具体的
名称

介護保険法及び関係政省令
横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例 他
横浜市介護保険サービス事業者等指導及び監査実施要綱 等その他

事業の目的
(事業開始の

経緯）

介護保険制度実施に伴う、サービス情報の市民への提供、サービス内容の公平性確保、サービスの質の向上等のニーズに保険者と
して応えるため、必要な事業を実施する。

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

市内介護保険事業者に対して実地指導・監査及び集団指導講習会等を通じて介護保険法令等の遵守の徹底を指導し、本市の介護
保険事業の円滑な運営と介護保険サービスの質の向上を図った。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

実績

令和元年度実績

実地指導・監査
実施事業所数

目標 570 749 750 860

実績 566 737

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

818 891

78,941千円 99,322千円

支出済額 45,337千円 74,741千円 81,912千円 98,249千円

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 53,224千円 78,941千円

目標

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 7,887千円 4,200千円 △ 2,971千円 1,073千円

95% 104% 99%

人
件
費

一般職職員 3.0人 3.0人 4.0人

概算人件費 30,894千円 31,155千円 39,934千円 39,934千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 指導監査係

総 事 業 費 76,231千円 105,896千円 121,846千円 138,183千円

増▲減 ― 29,665千円 15,950千円 16,337千円

4.0人

再任用職員 1.0人 1.0人 1.0人 1.0人

執行率（％） 85%

本資料は、公正・適正に作成しました。 川原　博 中嶋　剛 高畠　友紀

本事業の
効率性・
類似性

市内事業所数の増加に対応するため、運営体制を見直すとともに今後も業務の委託を継続して行うことが必須となる。介護保険法に
よる処分が想定される監査を本市が行い、通常の運営指導である実地指導を委託業者が行うことで、介護保険事業所の指定期間で
ある６年間に１度以上の頻度で運営状況を直接確認できる体制を維持する必要がある。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。（年４回程度）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

平成25年度の包括外部監査において実地指導・監査実施件数の増を求める意見を受けたことにより、平成27年度から嘱託員２名の
新規雇用及び居宅サービスに対する実地指導の委託を開始した。
介護保険事業所の指定有効期間である６年の間に一度は直接的な運営指導を行えるよう更なる体制の強化を図る。
・平成27年度　委託による実地指導の開始（200件）、嘱託員の新規雇用（２名）
・平成28年度　委託による実地指導件数の増（400件）、嘱託員の増（２名）
・平成29年度　委託による実地指導件数の増（600件）、嘱託員の増（２名）
・平成30年度　委託による実地指導の対象サービス種別の拡大
・令和元年度　委託による実地指導件数の増（700件）、嘱託員の増（２名）
・令和２年度　 委託による実地指導の対象サービス種別の拡大、委託による実地指導件数の増（800件）

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

介護保険サービスの需要の増加が見込まれることから、介護保険法令に基づく指導の重要性が増すと考える。また、今後も法令改正
等に応じた情報提供を随時行う必要があることから、社会情勢に応じた事業の拡充や見直しを行いながら、介護保険の適切な運用の
ために事業を継続する必要がある。

事業目的に
対する
有効性

介護保険事業者に対し必要な助言及び指導等を行うとともに、事業所運営に係る法令適合状況を確認し必要な措置を講じることによ
り、介護保険サービスの質の確保及び利用者保護並びに保険給付の適正化を図ることができる。

17



（様式２－２）

1 款 1 項 1 目 1 － 1 － 1

■ ■ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

介護事業指導課

令和２年度
事業評価書

番号介護事業所等指定・更新事業費 6

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則 具体的

名称
介護保険法及び関係政省令、横浜市指定居宅サービスの事業の人
員、設備、運営等の基準に関する条例 他その他

事業の目的
(事業開始の

経緯）

平成24年4月1日に地域主権第一次改正一括法が施行されたことに伴い、介護保険法も改正された。
この改正に伴い、平成23年度まで県が主管していた介護サービス事業者の指定・更新事務が平成24年4月1日から本市に移管された
ことにより、平成24年度から事業を立ち上げ、新たな業務に対応している。

具体的な
事業内容

・介護サービス事業者等の指定・更新事務を行った。
・介護保険事業の円滑な運営を推進するため、事業者を対象とした新規セミナーを実施した。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

0千円 0千円

差▲引 1,903千円 △ 724千円 41,193千円 30,377千円

実績

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

執行率（％） 96% 101% 72% 77%

人
件
費

一般職職員 3.0人 3.0人 4.0人 4.0人

概算人件費 30,894千円 31,155千円 39,934千円 39,934千円

事
業
実
績

達成指標

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

指定・更新件数
目標 1,057 1,627 1,591 1576

実績 1,099 1,552 1,293 1532

目標

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 46,375千円 51,076千円 147,098千円 134,471千円

支出済額 44,472千円 51,800千円 105,905千円 104,094千円

繰越額 0千円 0千円

再任用職員 1.0人 1.0人 1.0人 1.0人

総 事 業 費 75,366千円 82,955千円 145,839千円 144,028千円

増▲減 ― 7,589千円 62,884千円 ▲ 1,811千円

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

年々、業務量が増え続けていることから、常に事務の効率化を図りつつ、人員体制や執務スペースを確保し、指定・更新事務を円滑
に行える環境を整備することが課題となっている。

課長 係長 指導監査係

本資料は、公正・適正に作成しました。 川原　博 中嶋　剛 高畠　友紀

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

本市においても高齢化が進む中、介護サービスの需要は年々増加している。
市民にとって適切なサービス量を確保するためにも、事業所の指定・更新を継続する必要がある。
なお、応益負担の観点から、平成24年度以降、指定・更新する事業者から事務手数料を徴収している。

事業目的に
対する
有効性

県から本市に指定更新事務が移管されたことにより、事業者に対して適切かつ的確なきめ細かい運営指導が行えており、市民に対す
るサービスの向上とより効果的な介護保険事業の遂行が図れている。

本事業の
効率性・
類似性

施設サービス、居宅サービス及び地域密着型サービスというサービス類型により、執行体制や事業手法が異なっており、整理を検討
する必要がある。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。（年４回程度）
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様式１

１－１－２ 1 要介護認定等事務費

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

[健康福祉局]介護保険事業費会計

款項目 評価書番号 事　　業　　名

19



（様式２－２）

1 款 1 項 2 目 1 － 1 － 2

■ ■ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
介護保険課

令和２年度
事業評価書

番号要介護認定等事務費 1

具体的
名称

介護保険法及び関係政省令、横浜市介護保険条例、横浜市
介護保険条例等施行規則その他

事業の目的
(事業開始の

経緯）
介護保険制度が創設されたことに伴い、平成11年度から事業を開始した。事

業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

介護保険法に基づき、介護保険者が介護サービスを受けるために必要な要介護保険認定業務を実施するにあたり経費を支出した。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

実績

令和元年度実績

要介護認定者数
目標 157,069 169,159 169,883 173,800

実績 155,954 160,973

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

166,748 171,001

2,385,216千円 2,454,807千円 2,531,943千円

支出済額 2,273,732千円 2,243,797千円 2,423,453千円 2,390,543千円

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 2,406,966千円

目標

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 133,234千円 141,419千円 31,354千円 141,400千円

94% 99% 94%

人
件
費

一般職職員

概算人件費 0千円 0千円 0千円 0千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 認定担当

総 事 業 費 2,273,732千円 2,243,797千円 2,423,453千円 2,390,543千円

増▲減 ― ▲ 29,935千円 179,656千円 ▲ 32,910千円

再任用職員

執行率（％） 94%

本資料は、公正・適正に作成しました。 壺井 達幸 長久　博 井上　徹哉

本事業の
効率性・
類似性

各区高齢・障害支援課、介護保険課の実務担当者が連携して事務改善・効率化について取組を行っている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。（年４回程度）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

今後、さらなる高齢化により、要介護認定者数が増加することが想定されているため、それに伴う経費増は将来的に避けられない。そ
のことからも、要介護認定事務センターを令和２年11月から開設するなど、認定事務の効率化の取組をさらに推進していくことが求めら
れている。また、３年に一度の介護保険制度の改正等についても適切に対応していく必要がある。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

法定業務であるため、市単独で事業を終了することができない。

事業目的に
対する
有効性

要介護認定が適正に行われている。

20



様式１

１－２ 1 保険給付費（給付費及び審査費）

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

[健康福祉局]介護保険事業費会計

款項目 評価書番号 事　　業　　名
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（様式２－２）

1 款 2 項 目 1 - 2 -

■ □ □

□

■ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

本資料は、公正・適正に作成しました。 壺井　達幸 丸山　直樹 阿部　直利

本事業の
効率性・
類似性

法定業務のため、改善・見直しの余地はない。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。（年４回程度）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

後期高齢者数の増加等に伴い介護保険サービスの利用者は増加傾向が続き、今後も給付費の増加が見込まれる。給付費の増加
は、保険料の上昇や横浜市の財政負担の増加につながることから、高齢者の自立支援や重度化防止の取組のほか、給付費適正化
事業の強化などに取り組む必要がある。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する
有効性

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 係

総 事 業 費 235,981,571千円 245,101,761千円 251,994,404千円 262,419,659千円

増▲減 ― 9,120,190千円 6,892,643千円 10,425,255千円

再任用職員

執行率（％） 95% 99% 97% 100%

人
件
費

一般職職員

概算人件費 0千円 0千円 0千円 0千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 12,264,270千円 1,723,006千円 6,591,117千円 479,453千円

258,585,521千円 262,899,112千円

支出済額 235,981,571千円 245,101,761千円 251,994,404千円 262,419,659千円

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 248,245,841千円 246,824,767千円

目標

実績

令和元年度実績

目標

実績

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

事業の目的
(事業開始の

経緯）
介護保険制度が創設されたことに伴い、平成12年度から事業を開始。

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

（1）保険給付費
神奈川県国民健康保険団体連合会（審査支払いの委託先）への介護保険サービス給付費等の支払いを行った。
①在宅介護サービス費
②地域密着型介護サービス費
③施設介護サービス費
④特定入所者介護サービス費
⑤高額介護サービス費
⑥審査支払手数料

（2）過年度納付保険料償還金

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
介護保険課

令和２年度
事業評価書

番号保険給付費 1

具体的
名称

介護保険法
その他
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様式１

１－３－１ 1 地域づくり型介護予防事業

１－３－１ 2 訪問支援事業

１－３－１ 3 よこはまシニアボランティアポイント事業（よこはま健康スタイル推進事業）

１－３－１ 4 介護予防・生活支援サービス事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

[健康福祉局]介護保険事業費会計

款項目 評価書番号 事　　業　　名

23



（様式２－１）

款 3 項 1 目 1 － 3 － 1

■ □ □

■

■ 有 □ 無

課長 係長 地域包括ケア推進係

本資料は、公正・適正に作成しました。 喜多　麻子 奥津　秀子 上本　徹

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　高齢者人口920,962人（高齢化率24.5％）(R2.03.31現在)の超高齢社会を迎え、健康寿命の延伸が急務となっている。高齢者が地域
の中で、できるだけ自立して生活できるよう、健康づくり・介護予防を一体的、継続的に取り組むための環境づくりが必要である。そのた
めには地域の特性を踏まえ、住民と共に自助・共助を基盤とする地域づくりを目指した介護予防の展開が重要である。また、本市の要支
援認定の原因の約５割を占めるロコモティブシンドローム関連疾患の予防をはじめ、介護予防に関する知識の普及啓発、地域の中で高
齢者が介護予防に自主的に取り組むグループ活動の拡大が必要である。さらに、リハビリテーション専門職を活用することで、加齢に伴
い心身機能が低下しても地域の中で介護予防に取り組める地域づくりを推進する。

事業目的に
対する有効

性

　地域包括支援センター圏域ごとの地域診断を実施し、地域の健康課題を住民と共有し必要な介護予防事業を展開することで、地域包
括ケアシステムの構築を図る。
　横浜市高齢者実態調査において、一般高齢者の主観的健康感が「良い」と感じている高齢者は、平成25年度は74％、平成28年度は
73.5％、令和元年度は72.9％と横ばいを維持できた。「元気づくりステーション」事業参加者においては、87.5％とさらに高い結果が得ら
れ、この結果からも地域づくり型介護予防事業の展開が有効と考える。

本事業の
効率性・
類似性

　介護予防を推進する「地域づくり」を目指した本事業は、地域に根ざした地域包括支援センターと区が協力し事業を行っている。
JAGES調査等の分析結果を活用し、今後はより地域の特性を踏まえた介護予防の取組を行っていく。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。（年４回程度）
　医療、学識経験者等の専門家で構成する「介護予防事業検討会」を開催し、意見をいただいている。（年１回）
　一般社団法人日本老年学的評価研究機構（JAGES機構）と共同研究協定を締結し、JAGESプロジェクトが実施する「健康とくらしの調
査」の分析結果に基づいて、今後の介護予防施策に関する助言を得ている。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　2025年に向けて、地域の中で元気づくりステーションをはじめとした健康づくり・介護予防に取り組むグループ活動を更に充足させる必
要がある。元気づくりステーションの立ち上げや継続支援に加え、その他の地域グループへも専門職等が出前講座や健康教育などの支
援を行い、活動内容の更なる充実を図る。また、今後も継続してJAGES調査等の分析結果を活用した地域診断を行い、より地域の特性
を踏まえた介護予防事業を展開していく。

14,993千円

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

　令和元年度は元気づくりステーションの活動グループ数が想定を下回っている。新規グループの立ち上げは、地域住民が主体
的に運営が行えるよう継続した話し合いや支援経過が必要であり、時間を要するという課題がある。また、高齢者の活動グループ
であるため、加齢に伴い活動継続が難しく中止するグループもあり、活動継続のための支援も課題として挙げられる。
　今後は引き続き、歩いて行ける身近な場所に介護予防に取り組む通いの場があることを目指し、元気づくりステーションの立ち
上げに向けた支援に力を入れる。また、既存のグループに対しては、活動を継続していく上での課題を区・包括支援センター職
員等が把握し、後方支援を行う。さらに、加齢に伴い虚弱になったとしても通い続けることができるグループづくりを目指し、リハビ
リテーション専門職の活用を積極的に行う。

予算額・
執行額、
事業費の

推移

増▲減 ―

再任用職員 0.0人 0.0人

執行率（％） 88% 87%

人
件
費

総 事 業 費

繰越額 0千円 0千円

差▲引 8,734千円 11,823千円

一般職職員 5.0人 5.0人

概算人件費 43,955千円 43,925千円

106,108千円 121,101千円

備考 政策28・主な施策5の達成にも関連

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 70,887千円

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

元気づくりステーション活動グループ数 280グループ（29年度） 316グループ 400グループ

事
業
実
績

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

地域の介護予防活動グループへの参加者数 32,042人（29年度） 41,392人 34,000人

88,999千円

支出済額 62,153千円 77,176千円

事
業
概
要

実施根拠

法令等 法律 条例 規則

事業の目的
　行政と住民が、地域の健康課題及びその解決に向けた目標を共有し、地域の特性を活かしながら自助・共助を基盤とした、介護予防
の取組を行う。特に「元気づくりステーション」等の活動の拡大や、介護予防を推進する人材の発掘・育成・支援に取り組み、地域で介護
予防や健康づくりに取り組む環境を整え、健康づくりと連動した介護予防の取組を推進する。

具体的な
事業内容

・介護予防把握事業
・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・元気づくりステーション事業
・一般介護予防事業評価事業
・地域リハビリテーション活動支援事業

具体的
名称

介護保険法及び関係政省令、地域支援事業実施要綱、横浜
市一般介護予防事業の実施に関する要綱等その他

中期計画
政策 地域包括ケアシステムの構築に向けたサービスの充実・地域づくり・人づくり

施策（事業） 介護予防・健康づくり

中期計画
関連事業令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

地域包括ケア推進課

令和２年度
事業評価書番号

地域づくり型介護予防事業

1

1

政策番号 16

主な施策（事業）番号 1
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（様式２－２）

1 款 3 項 1 目 1 － 3 － 1

■ ■ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

高齢在宅支援課

令和２年度
事業評価書

番号訪問支援事業

具体的
名称

介護保険法及び関係政省令、地域支援事業実施要綱、横浜市訪問型介護
予防事業実施要綱、横浜市訪問型短期予防サービス実施要綱その他

2

事業の目的
(事業開始の

経緯）

昭和50年度から横浜市在宅看護婦活動事業として開始、昭和57年老人保健法制定により「訪問指導事業」へ名称変更。平成18年の介護保険法改正において訪
問指導事業の対象者の一部が地域支援事業に位置付けられ、「訪問型介護予防事業」として実施。平成28年1月からの介護予防・日常生活支援総合事業開始に
伴い、「横浜市訪問型短期予防サービス」へ移行。平成28年度より「訪問指導事業」と「訪問型短期予防サービス」を統合し、「訪問支援事業」として実施。本事業を
実施することで本人の状態像にあった適切な支援及び地域資源へのつなぎによる社会参加・要支援状態からの自立の促進及び重度化予防、健康問題の総合的
な把握及び指導による心身機能の低下の防止と健康の保持増進を図る。

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

＜横浜市訪問型短期予防サービス＞
サービス事業対象者や、要支援認定者のうち、主にうつ状態、閉じこもり傾向のある方や、心身の状況等の理由により、地域の通いの場等へ参加困難の方等を対
象に、保健・医療の専門職が3～6か月、早期に短期間集中的に訪問を実施。
＜訪問指導事業＞
介護保険サービスに繋がるまでの保健・医療の調整を要する方、虐待等複合的な問題を抱えている家族等を対象に、健康問題に関する支援を実施。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

令和元年度実績
訪問型短期予防サービ
ス 年間訪問対象者

実人数（人）※

目標 110 100 200 220

実績 47 84

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

145 124

※平成27年12月までは訪問型介護予防事業として実施

訪問指導事業
年間訪問対象者

実人数（人）

目標 7,500 7,100 7,000 6,980

実績 7,704 7,602 7,695

149,882千円 151,570千円 152,813千円

支出済額 142,501千円 145,428千円 150,449千円 133,749千円

6,845

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 148,100千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 5,599千円 4,454千円 1,121千円 19,064千円

0.0人 0.0人

執行率（％） 96% 97% 99% 88%

人
件
費

一般職職員 0.9人 0.9人 0.9人

概算人件費 7,898千円 7,912千円 7,907千円 7,907千円

課長 係長 認知症等担当

本資料は、公正・適正に作成しました。 水野　直樹 高野　利恵

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

橋本・松井

総 事 業 費 150,399千円 153,340千円 158,356千円 141,656千円

増▲減 ― 2,941千円 5,016千円 ▲ 16,700千円

0.9人

再任用職員 0.0人 0.0人

本事業の
効率性・
類似性

本事業は、支援を必要とする高齢者等の「自立支援」、「要介護状態の予防」、「重症化予防」等を目的に実施する事業であり、より予
防的視点を意識して実施できるようにする等、執行体制や事業手法等を精査し改善していく必要がある。また、他の介護予防事業と合
せて、より効率的に事業を実施できるように検討を行っていく必要がある。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

外部有識者で構成される「横浜市介護予防事業検討会」を設置し、前年度の実績の報告とともに、今後の介護予防事業全般の展開
について検討している（年１回）。
介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。（年４回程度）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

・介護給付費抑制の視点も踏まえ、より「自立支援」、「要介護状態の予防」、「重症化予防」等を促進できるよう事業を展開していく。
・高齢者の増加に伴い、支援を必要とする高齢者が増加し、対象ケースが抱える問題の困難・複雑化も想定されるため、保健師、嘱託
訪問看護師のさらなるスキルアップが図れるよう研修等を実施していく。
・事業目的や効果を地域包括支援センター等と共有し、必要な対象者への事業の活用を進めていく。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

横浜市訪問型短期予防サービスは、閉じこもりや介護予防を目的に、地域資源や介護保険制度等につながりにくいなど、社会的に孤
立するリスクの高い方に対し早期に個別で対応するサービスである。また、訪問指導事業は、対象者への健康状態及び生活状況に即
した保健指導により、心身機能の保持・増進及び自立支援が図られる事業である。様々な健康レベルの人に働きかけることが可能で
あり、予防的視点を持って事業を進めることができる等の強みを生かすため、本市保健師及び嘱託訪問看護師による実施が必要であ
る。

事業目的に
対する
有効性

・横浜市訪問型短期予防サービスは、要支援認定者または事業対象者のうち、社会的に孤立するリスクの高い方を対象に早期対応を
行うことで、要介護状態の予防や自立に向けた支援を目指すサービスである。平成27年の事業開始より、利用対象者は徐々に増加し
ており、事業目的を達成することが出来ている。
・訪問指導事業については、対象者数の減少がみられているが、対象となるケースに困難事例が多いことから、問題のさらなる困難・
複雑化を防止するため、継続して実施していくことが必要である。
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（様式２－１）

款 3 項 1 目 1 － 3 － 1

■ □ □

■

■ 有 □ 無

本資料は、公正・適正に作成しました。 壺井　達幸 丸山　直樹

登録者、受入施設の増加に伴い経費が増加していくため、ポイント情報の管理方法を見直し、事務の効率化を図る必要がある。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての意
見・提言を受けている。（年４回程度）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

引き続き元気な高齢者の社会参加や地域貢献を支援し、ご本人の介護予防に取り組む。
登録者数の更なる増加を目指すと共に、登録のみで実際に活動していないボランティアや、ボランティア活動に興味を示さなかった層の
掘り起こしを行っていく。

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

登録者数は増加しているが、より多くの方に参加していただくため、広報の充実や参加しやすい形態の検討が必要。また、活動
者の増に向け、より参加しやすくなるよう、活動場所等の情報提供や対象となる活動のさらなる拡大等を図る。さらに、事業の充実
に伴う経費増を抑制するため、管理方法等の見直しを検討する。

課長 係長 係

小川　俊

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

被保険者及び要介護認定者が増加していく中で、介護予防へ積極的に取り組むことは、持続可能な介護保険制度運営のため、保険者
の責務となっている。
当事業は、高齢者の社会参加や地域貢献を支援し、ご本人の介護予防に取り組むと同時に、受入施設の人材不足解消にも効果が期
待できることから、保険者として引き続き事業を行っていく必要がある。

事業目的に
対する有効

性

高齢者がボランティア活動を行うことで、活動者ご本人の健康増進を図り、介護予防・生きがいづくりにつなげることが期待できる。受入
施設と入居者の関係性にボランティア活動者が入ることで地域との交流の促進やボランティア活動の活性化が期待できる。

本事業の
効率性・
類似性

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

人
件
費

一般職職員

総 事 業 費

現計予算額 82,384千円 95,781千円

支出済額 78,775千円

84,050千円

繰越額 0千円 0千円

中期計画
関連事業令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局介護保険課

令和２年度
事業評価書番号

よこはまシニアボランティアポイント事業
（よこはま健康スタイル推進事業）

3

1

政策番号 28

主な施策（事業）番号 2

実施根拠

法令等 法律 条例 規則

事業の目的
厚生労働省通知（平成１９年５月）により、地域支援事業として介護支援ボランティア活動を推進する事業を行うことが認められた。本市で
も同年から検討を開始し、平成２１年１０月から事業を開始した。

具体的
名称

介護保険法及び関係政省令、地域支援事業実施要綱、
よこはまシニアボランティアポイント事業実施要綱その他

中期計画
政策 シニアが活躍するまち

施策（事業） ボランティアを通じた社会参加・生きがいづくり支援

増▲減

差▲引 3,609千円 11,002千円

概算人件費 5,275千円 5,271千円

― 6,000千円

90,050千円

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

備考

0.6人 0.6人

執行率（％） 96% 89%

事
業
概
要

具体的な
事業内容

元気な高齢者が介護施設等で生活介助の補助や行事の手伝いなどの活動を行うことにより、「ポイント」がたまり、たまった「ポイント」に応
じて寄付・換金できる仕組み。
令和元年度は年間28回のボランティア登録研修会を開催し、新たに1,980人のボランティアを登録した。また、11,406人の方がボランティ
ア活動（研修会含む）に参加しポイントを獲得した。
老人福祉センター及び認知症カフェ運営団体について、令和２年４月から対象事業を拡大するため、所管部署と調整し要綱を整理し
た。

事
業
実
績

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

よこはまシニアボランティアポイントの受入施設数 523か所（29年度） 639か所 692か所

よこはまシニアボランティアポイントの活動者数 10,003人/年（29年度） 11,406人 15,000人/年

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

84,779千円

再任用職員 0.0人 0.0人
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（様式２－２）

1 款 3 項 1 目 1 － 3 － 1

■ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

高齢在宅支援課

令和２年度
事業評価書

番号介護予防・生活支援サービス事業 4

具体的
名称

介護保険法、地域支援事業実施要綱、横浜市介護予防・日
常生活支援総合事業実施要綱その他

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　介護保険制度の改正に伴い、従来予防給付として提供されていた全国一律の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護につい
て、市町村の実施する介護予防・日常生活支援総合事業に移行した。要支援認定者等の多様な生活支援ニーズについて、要支援
認定者等自身の能力を最大限生かしつつ、専門的なサービスと住民等が参画できる多様なサービスを総合的に提供する。

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

　横浜市訪問介護相当サービス・横浜市訪問型生活援助サービス・横浜市通所介護相当サービス・横浜市介護予防・生活支援サー
ビス補助事業（訪問型支援・通所型支援・配食支援・見守り支援）・横浜市介護予防ケアマネジメントの実施等

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

実績

令和元年度実績
介護予防・生活支援
サービス事業費等

（円）

目標 6,509,485,000 9,357,001,000 7,910,344,000 8,290,254,000

実績 4,559,146,081 7,425,828,370

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

7,558,978,750 7,973,705,451

8,098,987千円 8,479,193千円

支出済額 4,766,006千円 7,584,649千円 7,920,305千円 8,285,928千円

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 6,693,803千円 8,092,823千円

目標

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 1,927,797千円 508,174千円 178,682千円 193,265千円

94% 98% 98%

人
件
費

一般職職員 6.0人 6.0人 6.0人

概算人件費 52,650千円 52,746千円 52,710千円 52,710千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 在宅支援係

総 事 業 費 4,818,656千円 7,637,395千円 7,973,015千円 8,338,638千円

増▲減 ― 2,818,739千円 335,620千円 365,623千円

6.0人

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人

執行率（％） 71%

本資料は、公正・適正に作成しました。 水野　直樹 早川　綾子 朝倉　純子

本事業の
効率性・
類似性

　要支援認定者等の状態にあわせてサービスを提供するだけでなく、「できるようになりたい」といった本人の意欲に働きかけることが重
要であり、地域資源も含めた多様な支援サービスを組み合わせ、本人の状況変化に応じて支援していく。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。（年４回程度）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　平成29年度から、住民主体のサービスとして介護予防・生活支援サービス補助事業を開始した。この補助事業は、一定の基準を満
たす要支援者等の日常生活を支える住民主体の活動に対する支援として実施している。本補助事業が円滑に運用され、効果的、効
率的にサービスが提供されるよう状況を把握し、関係機関との連携を図っていく。また、人員基準を緩和した横浜市訪問型生活援助
サービスについては、引き続き拡充を図っていく。多様なサービスの充実とともに、市民が介護予防・自立支援の意識を持ち、自分の
こととして地域にかかわっていくことの必要性を適切に周知し、働きかけを行っていく。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　介護保険制度の改正に伴い、従来の予防給付のうち訪問介護・通所介護が、市町村が取り組む介護予防・日常生活支援総合事業
に移行し、本市では、平成28年１月から開始した。
　市町村が地域の実情に合わせて介護予防・日常生活支援総合事業を実施し、新たな担い手の確保や多様な生活支援のある地域
づくりに取り組むことにより、高齢者の自立促進や重度化予防の推進が期待されている。

事業目的に
対する
有効性

　平成28年1月から介護保険の要支援認定を受けた方等が利用する訪問介護・通所介護について、全国一律の予防給付から介護予
防・日常生活支援総合事業に移行した。また、平成28年10月から人員基準を緩和した横浜市訪問型生活援助サービス、平成29年10
月からボランティア等の住民主体による支援を行う団体等に対する補助事業を実施している。専門的なサービスと住民主体の活動の
支援等により、多様なサービスを総合的に提供している。
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様式１

１－３－２ 1 地域包括支援センター運営費

１－３－２ 2 認知症初期集中支援等推進事業

１－３－２ 3 生活支援体制整備事業

１－３－２ 4 地域ケア会議推進事業

１－３－２ 5 地域包括ケア推進事業

１－３－２ 6 市民の意思決定支援事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

[健康福祉局]介護保険事業費会計

款項目 評価書番号 事　　業　　名
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（様式２－２）

1 款 3 項 2 目 1 － 3 － 2

■ ■ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

63,243千円 ▲ 1,113千円

3,581,426千円 3,644,669千円 3,643,556千円

0.0人0.0人 0.0人

増▲減 ― 60,835千円

再任用職員

概算人件費 7,020千円 7,033千円 7,028千円 7,028千円

総 事 業 費 3,520,591千円

人
件
費

一般職職員 0.8人 0.8人 0.8人

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

阪柳　雅也 古谷　朋子

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

地域包括支援センターは、地域の高齢者の心身の健康の維持、介護予防・保健・福祉・医療の向上及び生活の安定のために必要な
援助・支援を包括的に行うことを目的として、横浜市を実施主体として設置した機関である。

事業目的に
対する
有効性

高齢化が進む中、市民ニーズや社会経済情勢の変化に的確に対応している。

本事業の
効率性・
類似性

類似機能は存在しないため、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核機関としての運営を行う。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

本資料は、公正・適正に作成しました。 鳥居　俊明

介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。（年４回程度）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

高齢化が進む中、市民ニーズや社会経済情勢の変化に的確に対応している。
引き続き、区福祉保健センターと密接な連携を図りつつ、高齢者が住み慣れた地域で尊厳あるその人らしい生活を継続できるように、
必要な援助・支援を包括的に行っていく。

課長 係長 係

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 3,716,836千円

執行率（％） 95% 96% 96% 95%

203,265千円 158,981千円 142,562千円 186,155千円

0.8人

0.0人

3,733,374千円 3,780,203千円 3,822,683千円

支出済額 3,513,571千円 3,574,393千円 3,637,641千円 3,636,528千円

0千円

差▲引

事業の目的
(事業開始の

経緯）
平成18年４月の介護保険法の改正に伴い事業開始

(1)包括的支援事業（総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、在宅医療・介護連携の推進　等）
(2)指定介護予防支援事業　(3)第1号介護予防支援事業　(4)一般介護予防事業　(5)その他具体的な

事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

実績

運営施設数
目標 139（3） 140（3） 141（3） 142（3）

平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

142（3）

目標

実績 139（3） 140（3） 141（3）

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

指標名（単位）

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称

介護保険法及び関係政省令、地域支援事業実施要綱、横浜市地域包括支
援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する
条例、横浜市地域包括支援センター運営事業実施要綱

法令等

繰越額 0千円 0千円 0千円

その他

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
地域支援課

令和２年度
事業評価書

番号地域包括支援センター運営費 1

※（ ）は、特別養護老人ホーム併設地域包括支援センターで、内数
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（様式２－２）

1 款 3 項 2 目 1 － 3 － 2

■ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

高齢在宅支援課

令和２年度
事業評価書

番号認知症初期集中支援等推進事業 2

18 18目標 6 13

事
業
概
要

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
介護保険法及び関係政省令、地域支援事業実施要綱、横浜
市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

法令等

その他

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　「認知症施策推進総合戦略」（新オレンジプラン）に基づき、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の
良い環境で暮らし続けられることを目的に、介護保険法の地域支援事業の包括的支援事業に位置付けられる事業を実施する。

・認知症地域支援推進員による地域支援ネットワークの構築支援、若年性認知症の支援、認知症カフェの支援等。
・認知症の人や家族に早期に関わり、早期診断・早期対応に向けた支援を行う「認知症初期集中支援チーム」の効果的な運営。
・認知症の人と家族の居場所となる認知症カフェ等の支援。
・認知症地域支援推進員の配置（平成２4年度～）、初期集中支援チームの設置（平成27年度設置開始、平成30年度全区設置）

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

認知症初期集中支
援対象者数（人）

目標 330 655 412 300

実績 75 171

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

18

認知症初期集中支
援チーム設置数

（チーム） 18

261 221

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

支出済額 45,257千円 85,171千円 127,996千円 134,557千円

実績 8 16

増▲減 ―

令和元年度実績

現計予算額 41,827千円 97,166千円 137,581千円 143,183千円

0.0人 0.0人

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

1.5人 2.0人

差▲引 △ 3,430千円 11,995千円 9,585千円 8,626千円

2.0人2.0人

145,566千円

京増　高志 飯島　遼太郎

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

高齢化の進展に伴い、認知症の人はさらに増加することから認知症の対策は急務であり、市民からも施策の充実が求められている。
本事業は厚生労働省の「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」に基づき実施。受診の遅れにより、重度化してから支援する
ケースが多かったことから、認知症の初期に訪問支援を行い早期発見・早期診断を推進することが重要である。また、適切な支援のた
め医療・介護の連携強化や地域の支援体制の構築を行う必要がある。認知症カフェ等による認知症の人と家族への支援も求められて
いる。

事業目的に
対する
有効性

認知症初期集中支援チームは、平成27年度に２チーム、平成28年度に６チーム、平成29年度に８チーム、平成30年度に２チーム設置
し、平成30年度中に全区設置が完了した。チーム設置により、医療・介護サービスを受けていない人または中断している人へのアプ
ローチや困難ケースへの介入が可能となった。
認知症地域支援推進員を中心に、関係機関との連携を推進し支援体制の構築を進めている。また、認知症カフェ等による認知症の
人と家族への充実した支援を図るため、令和元年度に認知症カフェ実態調査を行った。

本事業の
効率性・
類似性

認知症初期集中支援チームは、各区医療機関へ委託し設置している。他の相談事業と異なり、アウトリーチ、多職種による継続的な支
援が本事業の特徴となっている。効率的で効果的な運営方法については、各区の状況を踏まえながら継続的に検討が必要である。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度

0.0人

執行率（％） 108% 88% 93% 94%

人
件
費

一般職職員

152,127千円

44,334千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 水野　直樹

介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。また、主に外部の医療福祉、保健関係者等から構成される認知症施策検討会の中でも、本事業に関しての
意見を聴取している。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

認知症初期集中支援チームの全区設置にともない、市民や関係機関への周知をより効果的に行っていく。また、チーム同士で情報共
有等ができるよう支援し、効果的な運営を進める。
継続的な認知症カフェの現状の把握及び効果的な運営ができるよう支援する。

0.0人

課長 係長 認知症等担当

概算人件費 13,163千円 17,582千円 17,570千円 17,570千円

総 事 業 費 58,420千円

事
業
実
績

達成指標

42,813千円 6,561千円

102,753千円
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（様式２－１）

款 3 項 2 目 1 － 3 － 2

■ □ □

■

■ 有 □ 無

中期計画
関連事業令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局・

地域包括ケア推進課

令和２年度
事業評価書番号

生活支援体制整備事業

3

1

政策番号 16

主な施策（事業）番号 2

事
業
概
要

実施根拠

法令等 法律 条例 規則

事業の目的
介護保険法の改正に伴い、高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備に取り組むため、平成27年度に地域支援事業に新たに「生活
支援体制整備事業」が位置づけられた。地域包括ケアシステムの構築に向け、地縁組織、ＮＰＯ、民間企業等の多様な主体による生
活支援・介護予防・社会参加の機会が充実した地域づくりに取り組んでいく。

具体的な
事業内容

　生活支援の担い手の養成・発掘や地域資源の開発、ネットワーク構築等を行う「生活支援コーディネーター」の第１層（区域）18人・
第２層（日常生活圏域）143人の配置と、定期的な情報の共有・連携強化の場である協議体等の連携・協議の場の開催等。

具体的
名称

介護保険法、地域支援事業実施要綱
その他

中期計画
政策 地域包括ケアシステムの構築に向けたサービスの充実・地域づくり・人づくり

施策（事業） 住民主体による活動支援・多様な主体間の連携体制構築

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

住民主体による地域の活動把握数 7,504件（29年度） 8,736件 8,300件

事
業
実
績

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

地域の介護予防活動グループへの参加者数 32,042人（29年度） 41,392人 34,000人

1,003,214千円

支出済額 959,973千円 997,609千円

備考
政策14・主な施策４（身近な場所での拠点づくり）・想定事業量「①住民主体による地域の活動把握数のうち
交流・居場所の数」の達成にも関連。

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 987,789千円

概算人件費 17,582千円 17,570千円

981,203千円 1,015,179千円

差▲引 24,168千円 5,605千円

一般職職員 2.0人 2.0人

33,976千円

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

・生活支援コーディネーターが中心となり、地域団体や企業等の多様な主体と連携・協議の場を開催し（令和元年度協議体等
の連携・協議の場の開催回数：649件）、高齢者を支える生活支援や介護予防、社会参加が充実した地域づくりが推進されて
いる。（住民による地域の活動把握数　8,736件、住民主体による地域の活動把握数のうち交流・居場所の数　8,072件）
・「地域活動・サービスリストデータベースシステム」に蓄積された生活支援コーディネーター等が把握している地域活動・サー
ビスの情報を、紙媒体リストやウェブサイトで地域住民・関係機関等に効果的に発信し、情報が活用される方法を検討していく
必要がある。

予算額・
執行額、
事業費の

推移

増▲減 ―

再任用職員 0.0人 0.0人

執行率（％） 98% 99%

人
件
費

総 事 業 費

繰越額 0千円 0千円

課長 係長 地域包括ケア推進係

本資料は、公正・適正に作成しました。 喜多　麻子 小山　直博 岡部　雅美

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　団塊の世代が後期高齢者となり、本市の高齢者人口が約100万人と予測されている2025年に向けて、地域包括ケアシステムの構築
は急務であり、高齢者の日常生活圏域における社会活動への参加や健康づくり・介護予防への取組を支援する本事業は、本市の地
域包括ケアシステムの実現のために必要な事業である。

事業目的に
対する有効

性

　日常生活圏域ごとに設置されている地域ケアプラザと各区の区社会福祉協議会に、１人ずつ「生活支援コーディネーター」を配置す
ることで、地域福祉保健計画を始めとしたこれまでの地域に関わる事業や取組等と連動しながら、地域特性に応じて事業を進めてい
る。

本事業の
効率性・
類似性

　「生活支援コーディネーター」を各地域ケアプラザ、各区社会福祉協議会に１人ずつ配置することで、既存事業や地域支援の状況を
踏まえながら、効率的に事業を推進することができる。
　協議体は、地域福祉保健計画における推進会議や、地域ケア会議等の既存の会議と、参加者や目的等が重なる部分があるため、
テーマや議題に応じて既存の会議を含め適切な連携・協議の場を活用することとしている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。（年４回程度）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　高齢者の生活支援・介護予防・社会参加の機会が充実した地域づくりに取り組むため、地域の活動やサービス等の社会資源の見え
る化を図る「地域活動・サービスリストデータベースシステム」を、生活支援コーディネーターが活用し、地域の活動・サービスの情報を
地域住民・関係機関等に公開していく必要がある。
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（様式２－１）

1 款 3 項 2 目 1 － 3 － 2

■ □ □

■

■ 有 □ 無

課長 係長 在宅支援係

本資料は、公正・適正に作成しました。 水野　直樹 郷原　達也 小泉 彩奈

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

介護保険制度の改正により、市町村が地域ケア会議を設置し、高齢者の適切な支援及び支援体制に関する検討を行うことが努力義
務となった。
地域ケア会議は、地域包括ケアシステムの構築に向けた効果的な手法の一つとして、継続して実施する必要がある。そのためには、
研修や講師派遣等の開催支援を実施し、地域ケア会議の理解を深めることが重要になる。

事業目的に
対する有効

性

地域ケア会議の実施を通じて、関係者間での課題の共有や顔の見える関係作りができており、連携の強化につながっている。本事業
において、地域ケア会議の理解を深めたり、必要なスキルを学ぶ研修を実施することが、効果的な地域ケア会議を開催するために有
効と考える。

本事業の
効率性・
類似性

地域ケア会議は、地域福祉保健計画における推進会議や、生活支援体制整備事業における協議体と参加者や目的等が一部重なる
場合がある。効果的・効率的な会議運営をする上でも、既存会議との関連性も視野に入れて検討を進める必要がある。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。（年４回程度）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

地域包括支援センター職員、市・区社会福祉協議会、区役所職員が地域ケア会議を効率的に運営かつ効果的に活用できるよう、研
修内容を検討し実施するとともに、継続的な支援を行う。
区レベル地域ケア会議で検討された課題を、市レベル地域ケア会議に反映し、その結果を区役所や地域包括支援センターにフィード
バックすることにより、各レベルの地域ケア会議のつながりを意識し、それぞれのケア会議の構成を組み立てることが必要である。
アドバイザー派遣制度を活用し、専門的知識を有する者からの助言を得ることにより、地域ケア会議の質の向上を図る。

▲ 27千円

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

政策の目標・方向性で掲げた医療・介護・保健福祉の多職種連携を進め、状況に合わせたきめ細かい支援につなげるため、
医療・介護・福祉等の専門職や地域関係者が参加する地域ケア会議を418回開催した。昨年度より開催回数が減少している背
景として、新型コロナウイルスの影響が大きいと考えられるものの、地域ケア会議開催には効率的な運営能力が必要とされるた
め、研修等による学びを増やし、機能的な会議が運営できることを目指す。
地域ケア会議開催を推進することで、地域で高齢者を支えるネットワークを構築するとともに、具体的な地域課題やニーズを必
要な社会基盤整備につなげていく。

予算額・
執行額、
事業費の

推移

増▲減 ―

再任用職員 0.0人 0.0人

執行率（％） 20% 25%

人
件
費

総 事 業 費

繰越額 0千円 0千円

差▲引 1,705千円 1,157千円

一般職職員 1.3人 1.3人

概算人件費 11,421千円 11,421千円

11,837千円 11,810千円

備考

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 2,121千円

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

地域ケア会議開催回数 598回/年（29年度） 418回 745回/年

事
業
実
績

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

退院調整実施率 73.3%（29年度） 76.3% 78%

1,546千円

支出済額 416千円 389千円

事
業
概
要

実施根拠

法令等 法律 条例 規則

事業の目的

介護保険法の改正に伴い、平成28年度に地域支援事業として「地域ケア会議推進事業」を開始する。
地域ケア会議は、多職種の協働のもと、高齢者の自立支援に資するケアマネジメントを支援し、地域の方々も含めた地域で高齢者を
支えるネットワークを構築するとともに、具体的な地域課題やニーズを必要な社会基盤につなげていく一つの手法であり、その開催を
支援する。

具体的な
事業内容

地域包括ケアシステムの構築に向けたツールの一つである、地域ケア会議の効果的な展開を支援するために、必要な研修を区役
所、地域包括支援センター、市・区社会福祉協議会職員を対象に実施した。

具体的
名称

介護保険法及び関係省令、地域支援事業実施要綱、
横浜市地域ケア会議実施要綱その他

中期計画
政策 地域で最後まで安心して暮らせる在宅医療・介護連携等の推進

施策（事業） 多職種（医療・介護・保健福祉）の連携強化

中期計画
関連事業令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

高齢在宅支援課

令和２年度
事業評価書番号

地域ケア会議推進事業

4

政策番号 17

主な施策（事業）番号 2
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（様式２－２）

1 款 3 項 2 目 1 － 3 － 2

■ □ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

地域包括ケア推進課

令和２年度
事業評価書

番号地域包括ケア推進事業 5

具体的
名称

老人福祉法、介護保険法及び関係政省令
その他

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の
最後まで続けることができるよう、介護・医療・介護予防・生活支援・住まいが一体的に提供される『地域包括ケアシステム』の構築に向
け、関連する事業との緊密な連携・調整を図りながら全体調整やデータ活用などの基盤整備を進めることを目的とする。

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

・圏域レベルデータ分析システムの活用、外部研究機関との共同研究
・各区地域包括ケア行動指針の推進
・地域包括ケアの実現に向けた広報啓発の推進
・介護分野への民間技術導入支援（民間活力の導入）

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

実績 全区で策定 全区で推進

令和元年度実績

圏域レベルデータ分
析システムの活用

目標 開発方針の決定 システムの構築 システムの活用

実績 開発方針の決定

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

システムの構築 システムの活用

44,600千円 35,030千円

支出済額 0千円 35,342千円 37,893千円 28,522千円

全区で推進

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

　本事業は各区行動指針の策定・推進など地域包括ケア推進に関連する事業との緊密な連携・調整
や、データ活用等様々な取組を進めていくための基盤整備を目的とした事業であり、これらの項目は
指標の数値化が困難であるため。

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 0千円 44,600千円

区地域包括ケア行
動指針の推進

目標 全区で策定 全区で推進 全区で推進

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 0千円 9,258千円 6,707千円 6,508千円

79% 85% 81%

人
件
費

一般職職員 0.0人 1.0人 1.0人

概算人件費 0千円 8,791千円 8,785千円 8,785千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 地域包括ケア推進係

総 事 業 費 0千円 44,133千円 46,678千円 37,307千円

増▲減 ― 44,133千円 2,545千円 ▲ 9,371千円

1.0人

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人

執行率（％） 0%

本資料は、公正・適正に作成しました。 喜多　麻子 津田　善之 梁瀬　慎也

本事業の
効率性・
類似性

・圏域レベルデータ分析システムの運用は、医療局と連携を図りながら効率的・効果的に進めている。
・各区行動指針推進のための経費であり、類似した他事業はないが、引き続き効率的な経費執行に努めていく。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。（年４回程度）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

・日常生活圏域単位で地域包括ケアシステムの構築を進めるため、構築した圏域レベルデータ分析システムを活用し、地域状況の把
握を進める必要がある。
・市民意識の醸成を更に進めるため、各区行動指針の更なる推進を図るとともに、より効果的な広報啓発手法等を検討・実施する必要
がある。
・地域包括ケアシステムの構築・推進に係る新たな課題解決に向け、他局の事業との連携等も含め、柔軟に対応する必要がある。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　地域包括ケアシステムの構築は、介護保険法において市の責務とされており、高齢者一人ひとりが可能な限り住み慣れた地域で、
自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、介護・医療・介護予防・生活支援・住まいのサービスが一体的に提供される
「地域包括ケアシステム」の構築・推進に取り組む必要がある。

事業目的に
対する
有効性

・圏域レベルデータ分析システムを用いて、日常圏域ごとの高齢化率や要介護認定率、介護保険サービス利用状況などを集計し、集
計結果を地域分析に活用している。
・各区行動指針の策定・推進を通じて、関係者の間における目標や理念の共有及び市民意識の醸成を進めている。
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（様式２－１）

款 3 項 2 目 1 － 3 － 2

□ □ □

■

■ 有 □ 無

課長 係長 係

本資料は、公正・適正に作成しました。 水野　直樹 郷原　達也 大塚　陽一

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

今後高齢者の増加が予想されており、市民一人ひとりが自らの意思で自身の生き方を選択し、人生の最期まで自分らしく生きることが
できるよう、そのきっかけとなるエンディングノートを全市に普及させていく必要がある。

事業目的に
対する有効

性

全区において、オリジナルのエンディングノートを作成。あわせて、エンディングノート活用のための講座を開催し、これからの生き方を
考えるきっかけとなるエンディングノートの普及を行うことができた。

本事業の
効率性・
類似性

エンディングノート活用のための講座開催においては、権利擁護や介護予防、認知症の理解を深める講座など、他事業の講座と併せ
て開催するなど、効果的な開催方法を検討する。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に位置付けられた事業であるため、介護保険運営協議会の意見を受ける仕
組みがある。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

今年度より、エンディングノート活用のための講座が全区で展開されており、定員を超過する申込が多数の区で生じる等、市民からの
反響が大きかった。今後は、現役世代や情報が届きにくい市民（独居高齢者、老々介護世帯等）へエンディングノートを活用してもら
えるよう、地域包括ケアのプロモーション事業と連携を図りながら効果的な周知方法を検討し、エンディングノートのさらなる普及を図っ
ていく。

1,352千円

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

政策の目標・方向性で掲げた市民一人ひとりが自らの意思で自身の生き方を選択し、人生の最期まで自分らしく生きることがで
きるよう本人による自己決定を支援するための取組として、全区でエンディングノートの作成と講座を開催し、普及啓発に取り組
んだ。地域ケアプラザでの開催や関係機関との共催など周知の取組に広がりがでている。今後も、現役世代や情報が届きにく
い市民（独居高齢者、老老介護世帯等）への周知等の課題や、各区の工夫した取組等を共有しながら、引き続き普及啓発を
進めていく。

予算額・
執行額、
事業費の

推移

増▲減 ―

再任用職員 0.0人 0.0人

執行率（％） 72% 60%

人
件
費

総 事 業 費

繰越額 0千円 0千円

差▲引 2,460千円 5,134千円

一般職職員 0.5人 0.5人

概算人件費 4,393千円 4,393千円

10,763千円 12,115千円

備考 ※本事業は、政策の目標・方向性に直接寄与するため、指標の記載はしません。

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 8,830千円

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

エンディングノート活用のための講座開催 －（29年度） 全区で実施 全区で実施

事
業
実
績

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

- - - -

12,856千円

支出済額 6,370千円 7,722千円

事
業
概
要

実施根拠

法令等 法律 条例 規則

事業の目的
市民一人ひとりが自らの意思で自身の生き方を選択し、人生の最期まで自分らしく生きることができるよう、これまでの人生を振り返り、
これからの生き方を考えるきっかけとなる媒体の作成と普及を行う。

具体的な
事業内容

・これまでの人生を振り返り、これからの生き方を考えるきっかけとなるエンディングノートを作成し、活用のための講座を開催した。
・65歳になる時期にあわせて、人生の最期まで自分らしく生きることに対し関心を持ち、理解を深める啓発や各種情報を提供する媒体
を作成した。

具体的
名称

地域支援事業実施要綱
第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画その他

中期計画
政策 地域で最後まで安心して暮らせる在宅医療・介護連携等の推進

施策（事業） 本人による自己決定支援

中期計画
関連事業令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

高齢在宅支援課

令和２年度
事業評価書番号

市民の意思決定支援事業

6

1

政策番号 17

主な施策（事業）番号 3
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様式１

１－３－３ 1 介護給付費適正化事業

１－３－３ 2 ねたきり高齢者等日常生活用具（紙おむつ）給付事業

１－３－３ 3 高齢者用市営住宅等生活援助員派遣事業

１－３－３ 4 高齢者配食・見守り事業

１－３－３ 5 成年後見制度利用支援事業

１－３－３ 6 介護サービス自己負担助成費

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

[健康福祉局]介護保険事業費会計

款項目 評価書番号 事　　業　　名
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（様式２－２）

1 款 3 項 3 目 1 － 3 － 3

■ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

本資料は、公正・適正に作成しました。 壺井　達幸 福司　英帆 長谷川　友美

本事業の
効率性・
類似性

　利用者数・事業者数の増加に伴い、業務量の増加や複雑化が進み、執行体制や事業手法、経費などを精査し、改善する余地があ
る。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。（年４回程度）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　第７期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（計画期間：平成30年度～令和２年度）に掲げる目標・施策に従って事業を
継続的に推進していく。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　本市の介護給付費は、被保険者の増加及び要介護認定率の上昇に伴い毎年伸び続けていることから、介護保険制度を持続可能
なものとするために、給付費適正化に向けた取組の強化は不可欠である。

事業目的に
対する
有効性

　事業者による介護報酬請求を点検することにより、適正な報酬請求の周知・徹底につながり、不適正な報酬請求の防止が図られる。
　不適正または不正な請求により事業者に支払われた介護報酬について、迅速な報酬返還の指導と適正な債権管理を図ることで、給
付費の過大請求を解消できる。

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 給付適正化担当

総 事 業 費 32,431千円 33,851千円 38,297千円 32,736千円

増▲減 ― 1,420千円 4,446千円 ▲ 5,561千円

0.9人

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人

執行率（％） 67% 86% 87% 69%

人
件
費

一般職職員 0.9人 0.9人 0.9人

概算人件費 7,898千円 7,912千円 7,907千円 7,907千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 12,024千円 4,312千円 4,437千円 11,002千円

34,827千円 35,831千円

支出済額 24,533千円 25,939千円 30,390千円 24,829千円

60

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 36,557千円 30,251千円

不適正請求返還指
導（件数）

目標 50 50 50 40

実績 36 37 31

令和元年度実績

介護報酬請求明細
点検（件数）

目標 5,400 5,500 8,600 7,700

実績 8,485 7,796

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

7,602 8,064

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　従来より給付実績確認を通じ介護給付費適正化に取組んできたが、平成19年度に大手事業者による約３億円もの不正請求が発覚
したことから、19年６月に国から都道府県に「介護給付適正化計画」策定の指針が示され、本市でも20年度から新たなチェック項目の
導入や給付費通知の発送など、適正なサービス・保険請求が行われるよう事業者への指導を強化することとなった。

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

　介護給付適正化計画に定められている「医療情報との突合・縦覧チェック」「ケアプラン点検」「給付費通知」「住宅改修適正化」等の
実施に加え、不適正・不正請求を行った事業所への指導及び報酬返還。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
介護保険課

令和２年度
事業評価書

番号介護給付費適正化事業 1

具体的
名称

介護保険法及び関係政省令、地域支援事業実施要綱
その他
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（様式２－２）

1 款 3 項 3 目 1 － 3 － 3

■ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

高齢在宅支援課

令和２年度
事業評価書

番号ねたきり高齢者等日常生活用具（紙おむつ）給付事業

具体的
名称

介護保険法及び関係政省令、地域支援事業実施要綱
横浜市ねたきり高齢者・ひとり暮らし高齢者等日常生活用具（紙
おむつ）給付事業実施要綱その他

2

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　介護保険の給付対象外である紙おむつを給付することで、ねたきり又は認知症のある方の福祉の増進を図ることを目的として事業化
した。

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

  介護保険上の要介護者に該当し、ねたきり又は認知症の状態にある生活保護世帯又は市民税非課税世帯を対象に毎月紙おむつ
を給付する。１単位を2,000円とし、対象者の身体状況（介護度）により３単位又は４単位を上限とする。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

実績

令和元年度実績
給付は月数で管理してい
るため、給付の延べ月数

を指標とする。

目標 42,303 44,530 46,611 49,224

実績 41,990 43,976

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

45,676 48,597

317,139千円 333,462千円

支出済額 273,623千円 286,848千円 299,873千円 314,911千円

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 293,401千円 302,216千円

目標

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 19,778千円 15,368千円 17,266千円 18,551千円

95% 95% 94%

人
件
費

一般職職員 9.5人 9.5人 9.5人

概算人件費 83,363千円 83,515千円 83,458千円 83,458千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 在宅支援係

総 事 業 費 356,986千円 370,363千円 383,331千円 398,369千円

増▲減 ― 13,377千円 12,968千円 15,038千円

9.5人

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人

執行率（％） 93%

本資料は、公正・適正に作成しました。 水野　直樹 正木　朋子 富山　章

本事業の
効率性・
類似性

　他都市でも広く実施されている事業であるが、実施方法・手法は様々であり、今後の更なる高齢化に伴う対象者増加による事業費増
大への対応及び事務改善の検討が必要である。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。（年４回程度）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　介護保険制度等が改正される都度、見直しの必要性を検討しており、関係機関及び事業者等と連携しながら有効に事業を実施して
いる。また、平成25年７月には給付単位額の変更を行うなど、負担増の抑制に努めている。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　高齢化に伴い要介護者が増加する中、介護を担う家族の経済的負担を軽減することができ、要介護者の在宅生活の継続に不可欠
な事業である。

事業目的に
対する
有効性

　高齢者を介護している家族の経済的負担を軽減することで、要介護者の在宅生活の維持に効果がある。
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（様式２－２）

1 款 3 項 3 目 1 － 3 － 3

■ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

高齢在宅支援課

令和２年度
事業評価書

番号高齢者用市営住宅等生活援助員派遣事業 3

具体的
名称

・介護保険法及び関係政省令
・シルバーハウジング・プロジェクトの実施について（平
成13年３月28日付厚生労働省老発第114号）
・地域支援事業実施要綱（別記６ （３） カ 地域自立生活
支援事業）
・横浜市高齢者用市営住宅等生活援助員派遣事業実施要綱

その他

事業の目的
(事業開始の

経緯）

シルバーハウジング（直接建設型市営住宅）、シニア・りぶいん（借上型市営住宅）入居者及び高齢者向け優良賃貸住宅（高優賃）の
一部入居者並びに一般公営住宅５住宅の希望世帯の在宅生活を支援するため、生活援助員（LSA）を派遣し、生活相談、助言、安否
確認、緊急時の対応を行う。

事
業
概
要

実施根拠

法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

シルバーハウジング（直接建設型市営住宅）、シニア・りぶいん（借上型市営住宅）入居者及び高齢者向け優良賃貸住宅（高優賃）の
一部入居者並びに一般公営住宅５住宅の希望世帯を対象として、下記の内容を実施。
・生活に関する相談及び助言
・各戸訪問等による安否の確認
・緊急時の対応
・地域包括支援センター及び区役所等関係機関との連携
・自助・共助の取組に対する支援（一般公営住宅のみ）

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

令和元年度実績

派遣対象住宅数
（住宅）

目標 203 203 206 207

実績 203 203

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

206 207

368,916千円 368,678千円 419,084千円

支出済額 337,689千円 354,679千円 362,712千円 411,907千円

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 368,916千円

目標

実績

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 31,227千円 14,237千円 5,966千円 7,177千円

執行率（％） 92% 96% 98% 98%

人
件
費

一般職職員 0.4人 0.4人 0.4人

概算人件費 3,510千円 3,516千円 3,514千円 3,514千円

358,195千円 366,226千円 415,421千円

増▲減 ― 16,996千円 8,031千円 49,195千円

0.4人

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 水野　直樹 早川　綾子 蔭山　希

本事業の
効率性・
類似性

委託先法人の選定方法などを見直し、効果的・効率的に事業を実施する必要がある。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。（年４回程度）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

○利用料決定年度更新作業の事務処理が煩雑なため、システム化を含む事務処理の効率化について検討する必要がある。
○重度要介護の入居者への対応を検討する必要がある。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

○シルバーハウジングプロジェクト計画に基づく事業で、対象住宅入居者が受益者になっており、住宅に付随するサービスである。
○高齢化・孤立化等で自助・共助が困難なため、公助による支援が必要である。

事業目的に
対する
有効性

ＬＳＡと地域包括支援センターが連携することにより、高齢者世帯の見守りを効果的に実施できている。

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 在宅支援係

総 事 業 費 341,199千円
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（様式２－２）

1 款 3 項 3 目 1 － 3 － 3

■ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

高齢在宅支援課

令和２年度
事業評価書

番号高齢者配食・見守り事業 4

具体的
名称

介護保険法及び関係政省令、地域支援事業実施要綱、
横浜市高齢者食事サービス事業実施要綱その他

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　高齢化が進展する中で、横浜市は大都市の特徴ともいえる脆弱な地域の互助力がさらに弱まっており、高齢者の見守りについても
地域住民への依存度を低減せざるをえない状況となっている。反面、生活支援サービス業が質・量ともに充実しており、これらの民間
活力を利用し、効率的・効果的に高齢者に対する見守り及び在宅高齢者の栄養状態の維持・改善を図る。

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

【食事サービス事業】    ひとり暮らしの中重度要介護者等に対し食関連サービスの利用調整を行い、必要と認められた方に対して、自
立した在宅生活を送ることができるよう、食事の宅配訪問による食事の提供と安否確認を実施。
【生活あんしんサポート事業】    掃除や買い物など、日常の生活支援サービスを提供している民間事業者と協定を締結し、高齢者に
生活支援事業者の情報を提供するとともに、協定締結事業者による見守りを実施。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

実績 1,149 1,158 1,046

令和元年度実績

食事サービス事業
延べ食数（食）

目標 254,000 251,000 242,700 234,143

実績 228,843 225,815

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

210,959 179,481

78,909千円 76,839千円

支出済額 74,149千円 73,336千円 68,358千円 58,668千円

887

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 82,570千円 81,598千円

食事サービス事業
利用者数（人）

目標 1,329 1,260 1,260 1,186

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 8,421千円 8,262千円 10,551千円 18,171千円

90% 87% 76%

人
件
費

一般職職員 0.6人 0.6人 0.6人

概算人件費 6,636千円 6,709千円 6,709千円 6,709千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 在宅支援係

総 事 業 費 80,785千円 80,045千円 75,067千円 65,377千円

増▲減 ― ▲ 740千円 ▲ 4,978千円 ▲ 9,690千円

0.6人

再任用職員 0.3人 0.3人 0.3人 0.3人

執行率（％） 90%

本資料は、公正・適正に作成しました。 水野　直樹 早川　綾子 蔭山　希

本事業の
効率性・
類似性

　民間の食事サービス事業者が数多く配食サービスを実施している中、利用対象者を在宅の中重度要介護者等とすることで、安否確
認による孤立化防止と栄養改善・維持を効果的に実施。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。（年４回程度）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　今後も増加し続けると考えられる在宅一人暮らし高齢者に対し、協働事業も含めて多様なメニューの提示により、効果的・効率的な
対応を検討する必要がある。
　食事サービスは民間のサービスなどとの棲み分け等を整理する必要がある。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

高齢化が進展する中で、横浜市のような大都市では地域の共助の力が弱まっているため、在宅高齢者の孤立化や栄養状態悪化を防
ぐには、公助により民間活力を利用した安否確認や食事の提供を行うことが必要である。

事業目的に
対する
有効性

○在宅高齢者の安否確認ができている。
○在宅高齢者の栄養状態の維持・改善がされている。
○食事や買い物が困難な高齢者の生活支援ができている。
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（様式２－２）

1 款 3 項 3 目 1 － 3 － 3

■ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

本資料は、公正・適正に作成しました。 藤本　剛 岡村　研吾 南雲　駿

本事業の
効率性・
類似性

老人福祉法第32条、高齢者虐待防止法第28条に基づく法的行為であり、福祉を図るために特に必要があると認められる場合に、迅
速かつ効率的に運用することが求められる。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。（年４回程度）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

毎年利用実績が増加しているため、実績の推移を注視し、事業の見直しを適宜図ることで、さらなる成年後見制度の利用拡大を図る
必要がある。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

認知症高齢者等のうち、判断能力の不十分な方々は、財産の管理や身上監護（介護、施設への入退所などの生活について配慮する
こと）についての契約、遺産を分割するなどの法律行為を自分で行うことが困難であり、そのような身寄りのない高齢者の権利を擁護で
きるという観点から必要である。

事業目的に
対する
有効性

判断能力の不十分な認知症高齢者等を保護し、契約の締結などを代理で行うことを可能とする。あるいは本人が誤った判断に基づい
て契約をした場合に、それを取り消すことができるなどの権限を、支援者である成年後見人・保佐人・補助人に付与することで支援す
ることができるため、有効である。

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 施設運営係

総 事 業 費 87,811千円 106,698千円 120,891千円 131,167千円

増▲減 ― 18,887千円 14,193千円 10,276千円

0.8人

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人

執行率（％） 100% 111% 110% 114%

人
件
費

一般職職員 1.4人 0.8人 0.8人

概算人件費 12,285千円 7,033千円 7,028千円 7,028千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 △ 223千円 △ 10,192千円 △ 10,693千円 △ 15,079千円

103,170千円 109,060千円

支出済額 75,526千円 99,665千円 113,863千円 124,139千円

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 75,303千円 89,473千円

目標

実績

令和元年度実績

区長申立件数
目標 200 228 253 243

実績 241 227

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

234 254

事業の目的
(事業開始の

経緯）

平成12年４月１日に成年後見制度が創設され、区長の審判請求事務が開始となる。成年後見制度の利用が困難な者への利用促進
のため、成年後見制度利用支援事業を平成14年７月１日より開始。

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

認知症等により判断能力が不十分な者の保護・支援のため、成年後見制度が平成12年４月から施行。身寄りのない者等については、
区長が審判請求を行い、申立費用を支出。本人に資力があれば、後見人選定後に申立費用を求償。申立費用及び後見人報酬の負
担が困難な者に対しては費用の一部を助成。区長申立に係る親族調査を委託にて実施。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
高齢施設課

令和２年度
事業評価書

番号成年後見制度利用支援事業 5

具体的
名称

介護保険法及び関係政省令、地域支援事業実施要綱、横浜
市成年後見制度利用支援事業要綱その他
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（様式２－２）

1 款 3 項 3 目 1 － 3 － 3

■ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
介護保険課

令和２年度
事業評価書

番号介護サービス自己負担助成費 6

具体的
名称

介護保険法及び関係政省令、地域支援事業実施要綱、横浜
市介護サービス自己負担助成事業要綱その他

事業の目的
(事業開始の

経緯）

低所得者の方が、介護保険の自己負担が過重なために必要とするサービスが受けられないことがないように、介護保険の在宅サービ
ス、グループホーム、ユニット型個室（特別養護老人ホーム等）利用に係る自己負担の一部を助成することにより負担軽減を図ることを
目的として事業を開始した。

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

○在宅サービス助成：介護保険の在宅サービス利用に係る利用者負担助成
○グループホーム助成：介護保険のグループホーム利用に係る利用者負担助成及びグループホームの家賃、食費、光熱水費の助成
○施設居住費助成：特定介護保険施設（特別養護老人ホーム等）のユニット型個室利用に係る居住費の助成

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

実績

令和元年度実績

助成対象者数
目標 1,640人 1,450人 1,501人 1,501人

実績 1,224人 1,270人

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

1,176人 1,010人

141,221千円 151,698千円

支出済額 84,432千円 86,684千円 97,897千円 98,611千円

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 86,697千円 90,369千円

目標

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 2,265千円 3,685千円 43,324千円 53,087千円

96% 69% 65%

人
件
費

一般職職員 2.0人 2.0人 2.0人

概算人件費 17,550千円 17,582千円 17,570千円 17,570千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 給付担当

総 事 業 費 101,982千円 104,266千円 115,467千円 116,181千円

増▲減 ― 2,284千円 11,201千円 714千円

2.0人

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人

執行率（％） 97%

本資料は、公正・適正に作成しました。 壺井　達幸 山本　綾子 永井　毅

本事業の
効率性・
類似性

事務の効率化によるコスト削減に引き続き取り組む必要がある。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。（年４回程度）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

社会保障制度の見直しにより高齢者の負担が増す中で、低所得者への助成制度の必要性は高いことから、今後も引き続き助成事業
を実施する。
また、今後の介護保険制度改正の動向等を踏まえ、助成のあり方について必要に応じ検討していく必要がある。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

自己負担が過重なことにより、必要とする介護サービスが受けられないことによって、低所得者の方の要介護・要支援状態が悪化する
ことを防ぐために必要である。

事業目的に
対する
有効性

年度により助成対象者数の増減はあるが、助成額（扶助費）は増加傾向にあり、低所得者対策として有効である。
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様式１

１－４－１ 1 介護保険給付費準備基金積立金

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

[健康福祉局]介護保険事業費会計

款項目 評価書番号 事　　業　　名
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（様式２－２）

1 款 4 項 1 目 1 - 4 - 1

■ □ □

□

■ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

本資料は、公正・適正に作成しました。 壺井　達幸 丸山　直樹 阿部　直利

本事業の
効率性・
類似性

法定業務のため、改善・見直しはなし。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。（年４回程度）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

引き続き、運用管理を適切に行う。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する
有効性

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 経理担当

総 事 業 費 1,632,466千円 9,075,123千円 3,165,474千円 5,108,052千円

増▲減 ― 7,442,657千円 ▲ 5,909,649千円 1,942,578千円

2.0人

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人

執行率（％） 100% 100% 100% 100%

人
件
費

一般職職員 2.0人 2.0人 2.0人

概算人件費 17,550千円 17,582千円 17,570千円 17,570千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 2千円 0千円 4,755千円 2千円

3,152,659千円 5,090,484千円

支出済額 1,614,916千円 9,057,541千円 3,147,904千円 5,090,482千円

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 1,614,918千円 9,057,541千円

目標

実績

令和元年度実績

目標

実績

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

事業の目的
(事業開始の

経緯）

介護保険制度が創設されたことに伴い、平成12年度から事業を開始。介護保険事業運営期間において、年度毎の給付費の変動等
に対処し保険料剰余金を適正に管理するために「介護保険給付費準備基金」を設置。

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

後年度の給付費支払いに備えて、計画に基づき保険料を積み立てた。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
介護保険課

令和２年度
事業評価書

番号介護保険給付費準備基金積立金 1

具体的
名称

介護保険法
その他
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[健康福祉局]後期高齢者医療事業費会計

後期高齢者医療事
業費会計総括表

1 後期高齢者医療事業費会計

1-1-1 2 職員人件費

1-1-1 3 事務費

1-2-1 4 広域連合負担金

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名
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様式１

1-1-1・1-1-2 1 メモリアルグリーン事業

２-1-1・２-1-２・
２-２-１・2-2-2・

2-2-３
2 日野こもれび納骨堂事業

3-1-1・3-２-
1・3-２-２

3 舞岡地区新墓園事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[健康福祉局]新墓園事業費会計
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（様式２－２）

1 款 1 項 1 目 1 款 1 項 2 目

■ ■ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

墓地全区画の募集が終了しており、市営墓地としての円滑な管理運営を行うことが目的の事業である
ため、数値化による目標設定は困難である。

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

2,012千円 ▲ 1,288千円

課長 係長 施設係

概算人件費 8,775千円 6,154千円 6,150千円 6,150千円

総 事 業 費 76,694千円 72,612千円 74,624千円 73,336千円

増▲減 ― ▲ 4,082千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 半田　恒太郎 芝　幸助 永森　久子

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　市民の墓地需要に継続的かつ安定的に対応するため、横浜市が市営墓地であるメモリアルグリーンの運営を引き続き行う必要があ
る。

事業目的に
対する
有効性

　平成25年度で墓地全区画の募集が終了し、初期投資の起債についても既に償還が完了している。

本事業の
効率性・
類似性

　指定管理者制度を導入し、施設運営の効率化を図っている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　指定管理期間（５年間）の中間期（３年目）に、有識者等により構成される指定管理者選定評価委員会を開催し、第三者評価を行う。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　平成18年度に供用開始し、今後は修繕費等の増加が予想されるため、特別会計のより効率的な経費執行を行う必要がある。

差▲引 20,081千円 10,696千円 13,726千円 11,814千円

0.7人

0.0人 0.0人

執行率（％） 77% 86% 83% 85%

人
件
費

一般職職員 1.0人 0.7人 0.7人

0.0人 0.0人

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 88,000千円 77,154千円 82,200千円 79,000千円

支出済額 67,919千円 66,458千円 68,474千円 67,186千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

目標

実績

目標

実績

事業の目的
(事業開始の

経緯）

 横浜市民の墓地需要に対応するため、横浜市営墓地を整備するとともに、緑に囲まれた新たな墓地形態とし、開放感と安らぎのある
空間形成を図る。

市営墓地メモリアルグリーンの管理・運営

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
環境施設課

令和２年度
事業評価書

番号メモリアルグリーン事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
墓地、埋葬等に関する法律、横浜市墓地及び納骨堂に関す
る条例

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

法令等

その他

1-1-1・1-1-2
１
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（様式２－２）

■ ■ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 317,843千円 ▲ 625,567千円

課長 係長 施設係

概算人件費 8,775千円 8,791千円 6,150千円 6,150千円

総 事 業 費 332,464千円 1,423,693千円 1,105,850千円 480,283千円

増▲減 ― 1,091,229千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 半田　恒太郎 芝　幸助 永森　久子

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　市民の墓地需要に継続的かつ安定的に対応するため、横浜市が市営納骨堂である日野こもれび納骨堂の運営を引き続き行う必要
がある。

事業目的に
対する
有効性

　平成30年度に供用開始し、5年から10年かけて募集予定。多様化する市民ニーズへの施設の提供という点では目的は達成してい
る。募集開始以来、合葬式は募集に対し応募が上回っていることから、募集数の見直しを行う。なお、自動搬送式の応募数が前年度
より減少していることから、募集条件や使用形態を見直し、市民ニーズが多いと見込まれる、「承継を不要とするプラン」を新たに設定
することや、広告掲出箇所の見直し等の宣伝強化を引き続き検討する。

本事業の
効率性・
類似性

　指定管理者制度を導入し、施設運営の効率化を図っている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　指定管理期間（５年間）の中間期（３年目）に、有識者等により構成される指定管理者選定評価委員会を開催し、第三者評価を行う。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　令和２年度は広告の強化・合葬式募集数の増加・自動搬送式の新プランの検討を行い、市民ニーズに応えた供給を目指す。円滑な
施設運営を行うとともに、必要な修繕工事を行う。

差▲引 328,311千円 13,098千円 482,126千円 343,468千円

0.7人

0.0人 0.0人

執行率（％） 50% 99% 70% 58%

人
件
費

一般職職員 1.0人 1.0人 0.7人

0.0人 0.0人

1,300基・1,350体

- -

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 652,000千円 1,428,000千円 1,581,826千円 817,601千円

支出済額 323,689千円 1,414,902千円 1,099,700千円 474,133千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

1,300基・2,200体

納骨堂の整備
目標 造成工事・建築工事 建築工事 - -

実績 造成工事・建築工事 建築工事・竣工

納骨堂の使用者募
集

目標 - 1,300基・1,350体 1,300基・1,350体 1,300基・1,350体

実績 - 1,300基・1,350体

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　横浜市民の増加する墓地の需要に対応するため、小さな面積で多くの遺骨を収蔵可能な納骨堂を整備するとともに、バリアフリーか
つメンテナンス不要で誰にでも参拝しやすい自動搬送式納骨施設や、多様化する市民のニーズに沿った墓じまい不要の合葬式納骨
施設を提供する。

　市営日野こもれび納骨堂の使用者募集・管理・運営

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
環境施設課

令和２年度
事業評価書

番号日野こもれび納骨堂事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
墓地、埋葬等に関する法律、横浜市墓地及び納骨堂に関す
る条例

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

法令等

その他

２款１項１目 ２款１項２目　２款２項１目　２款２項２目　２款２項３目 2-1-1・2-1-2・2-
2-1・2-2-2・2-2-3

２
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（様式２－１）

■ ■ ■

□

■ 有 □ 無

3

地域で最後まで安心して暮らせる在宅医療・介護連携等の推進

新たな斎場及び市営墓地の整備

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

- - - -

令和２年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

17

5

３款１項１目、３款２項１目、３款２項２目 3-1-1、3-2-1、3-2-2

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

墓地の需要に対応するだけではなく、隣接する公園整備と連携しながら周辺地域の環境や安全に配慮し、工事を進めた。

　地元の意見を伺いながら、整備内容について検討し、将来の墓地需要に応えるため、事業を着実に進めていく。

8,785千円 8,785千円

63%

再任用職員

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　墓地等の公共性、公益性を理由に「墓地経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則」（厚生省通知　平成12年12月６日生衛発
第1764号「墓地経営・管理の指針等について」）とされており、今後も増加する墓地の需要に本市が応えていく必要がある。

　舞岡地区における公園型墓園の整備に向け、埋蔵文化財発掘調査、造成工事等を行った。
　公園型墓園の整備により、市民の多様な墓地需要に対応できる。

　公園と一体となった墓地を整備することから、公園整備部門と排水施設や園路などについて、効率的な配置となるよう調整している。

　公共事業評価にて、専門委員や市民の方の意見をいただき、参考にした。また、平成25年度から継続的に地域住民説明を行って
おり、平成29年度には都市計画の素案説明会、縦覧及び横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例に基づく計画説明会にて、平
成30年度には工事説明会にて、周辺住民の方の意見をいただき、参考にした。

1.0人

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

　墓地、埋葬等に関する法律、同施行規則
　横浜市墓地及び納骨堂に関する条例、同施行規則
　横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例、同施行規則

　平成24年度に実施したアンケート調査等により令和13年までの墓地の整備必要数を、公民合わせて約103,700区画と推計していま
す。増加する墓地の需要に対応するため、墓地問題研究会の「短期的には墓地の循環利用の促進と納骨堂の整備、中長期的には
市民の憩いの場となるオープンスペースを併設した緑豊かな公園型墓地を整備する必要がある。」という報告を踏まえ、舞岡地区に公
園型墓園を整備します。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考 ※本事業は、政策の目標・方向性に直接寄与するため、指標の記載はしません。

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

舞岡地区新墓園 実施設計（29年度） 造成工事 供用開始

―

概算人件費

124,000千円

375,191千円

一般職職員 1.0人

190,127千円差▲引

0.0人 0.0人

0千円

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

現計予算額 720,000千円 513,000千円

執行率（％） 48%

支出済額 220,809千円 322,873千円

繰越額

舞岡地区に公園型墓園を整備するための埋蔵文化財発掘調査、造成工事等を行った。

令和元年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 山根　好行 吉谷　悠 平戸　明志

課長 係長 施設係

総 事 業 費 353,594千円 331,658千円

増▲減 ▲ 21,936千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

健康福祉局
環境施設課舞岡地区新墓園事業

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容
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